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・各事業、関係省庁と連携 ・現状調査アンケートなどを実施
・委員会報告をもとに審議会や関係省庁などに働きかけ

H20年度～H27年度
勤務医の健康支援
に関する検討委員会
(旧名称：勤務医の健康支援に
関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会）

H56年度～

全国医師会

勤務医部会

連絡協議会

Ｓ54年度～

産業保健委員会

Ｓ54年度～

産業保健委員会

H18年度～
男女共同参画
委員会

改称

H21年度～H21年度～
厚労省
「女性医師支援センター
事業」
・・勤務継続支援事業

に注力

S58年度～

勤務医委員会

Ｈ23年度設置
同委員会

臨床研修医部会

勤務医の過重労働問題を
産業医学的アプローチにより検討

日本医師会の勤務医と女性医師支援の歩み

H18年度～H18年度～
厚労省
「医師再就職支援事業」
・・女性医師バンク

など
改称

H11年度～
女性医師懇談会

産業保健 勤務医組織 女性医師支援
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１.勤務医の健康支援に関する日本医師会の取組

2.労働時間短縮が地域医療に及ぼす影響

3.日本医師会「医師の働き方検討委員会」

お話しする内容
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勤務医の健康支援のための検討委員会
(旧名称：勤務医の健康支援に関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会）

4

１年目（2008・Ｈ20年度）

２年目（2009・Ｈ21年度）

３年目（2010・Ｈ22年度）

４年目（2011・Ｈ23年度）

5年目（2012・Ｈ24年度）

6年目（2013・Ｈ25年度）

8年目（2015・Ｈ27年度）

委員会設置

第1回 勤務医１万人アンケート調査の実施
⇒ 「勤務医を守る病院７カ条」「医師が元気に働くための七か条」

職場環境改善ワークショップをスタート(以後、全国展開）

「勤務医の労働時間ガイドラインのあり方について」作成

「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」作成

「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」の改訂

・第2回の勤務医全国アンケートの実施
・医療勤務環境改善支援センター業務のアンケート調査実施

・「勤務医の健康支援のための15のアクション」を作成

7年目（2014・Ｈ26年度） 医療勤務環境改善支援センター主催による初めての
ワークショップを開催（三重県）

労基法に照らし合わせた働き方と現在の医療を支え患者を救っている働き方について、「現実的な
すり合わせ」を検討することで、医師の過重労働を防ぎ、医師の健康と患者の安全、病院組織の健
全な運営につなげることを目的として設置。
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日本医師会「勤務医の健康支援に関する検討委員会」

に基づく支援策

日本医師会「勤務医の健康支援に関する検討委員会」
第１回「勤務医１万人アンケート」（Ｈ２１年）

に基づく支援策

調査結果
日医会員１万人を無作為抽出
有効回答率40.6％

■平均睡眠時間
６時間未満が４１％

■自宅待機
月に８日以上２０％

■２人に１人が
・休日

月に４日以下
・クレーム経験

半年以内に１回以上
・相談

自身の体調不良を他人に
相談しない

■メンタル面のサポート
サポート必要（９％）
自身を否定的に見る（７％）
１週間に数回以上死や自殺に
ついて考える（6％）

１．医師、病院管理者の意識改革・啓発

パンフレットを作成・配布

１．医師、病院管理者の意識改革・啓発
のための
「勤務医の健康を守る７か条」
「医師が元気に働く７か条」

パンフレットを作成・配布

２．医療機関の現状を分析し、できる

を作成・配布

２．医療機関の現状を分析し、できる
ところから取り組みを進めるための
「勤務医の労務管理に関する分析・
改善ツール」

を作成・配布

３．病院のケーススタディを中心とした
「医師の職場改善ワークショップ」

を全国で展開

医
師
の
メ
ン
タ
ル
面
を
含
む
支
援
策
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医師の健康支援を目指して
勤務医の労務環境に関する分析・改善ツール

[１] 労働時間管理に関する勤務医への周知
[２] 労働時間の適正把握

[３] 労働時間・休憩・休日の取扱い

[４] 時間外・休日労働協定（36協定）

[５] 割増賃金

[６] 勤務医の衛生管理、健康支援

[７] 女性の勤務医の就労支援

[１] 労働環境改善のチーム作りとステップ
・労務管理に関する方針の表明
・管理職、診療科、事務長などからなるチーム編成
・計画・勤務時間の自主ルール策定

～すぐに取り組めるものから。優先順位をつける。

[２] ＰＤＣＡサイクル

・６ステップ（方針表明→組織つくり→計画作成→自主監査
→規則作成→実施検証）でＰＤＣＡサイクルをまわす

・自主監査でチェックリストを再度活用

[３] 取組開始のタイミングのヒント
・研修や組織変更などのタイミング。問題が発生する前に実施

[４] 検討を行う組織のヒント
・施設トップのリーダーシップ不可欠。

・衛生委員会など既に設置されている委員会の活用、など

• 地域や医療機関によって勤務医を取り巻く環境は異なり画一的な方法での解決は困難。
• 勤務医の置かれている実態と労働法令とのかい離が大きいという現状もある。

• 法令をあくまで現状把握の指標として位置付け、職場環境の改善につなげることがねらい
• 管理職、人事労務担当の方々向けに作成。時間をかけずにできる取組も多く盛り込まれている

ツールの制作経緯・ねらい

＜ステップ１＞
「労務管理チェックリスト」による現状把握

＜ステップ２＞ 労働環境改善の手順

概 要
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厚生労働省ＨＰ
「いきいきと働く医療機関サポート

ウェブ（いきサポ）」
に掲載されています。

「労務管理チェックリスト」による現状把握
勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール6.7Ｐ

各医療機関の課題を
レーダーチャートにする



時 間 内 容
13:00‐13:15 15分 ■挨拶：

■研修オリエンテーション
・委員会の紹介、ワークショップの目的、研修スケジュール、資料確認

13:15‐14:15 60分 ■労務管理分析・改善ツールの記入演習
講演：「勤務医の労務管理に関する分析改善ﾂｰﾙ」解説（健康支援・労務管理）

14：15-17：15 120分 ■勤務医の健康支援に関する事例検討
（医療現場における産業医活動も含めて）
(1)ケーススタディの進め方 ５分
(2)自己紹介 １０分
(3)課題提示 ６０分
事例10：過重労働と勤務医の健康障害
事例11：女性医師の就労支援

(4)グループ討議
事例検討による健康支援課題の整理と組織的取組み改善策の討議

休 憩
(5)グループ発表と意見交換
①ケーススタディ討議結果の発表 ②総合討議と意見交換

(6)事例解説と小講義
①医師のメンタルヘルス ②勤務環境改善、女性医師支援、医療機関の
産業保健、好事例 ③施設管理者が知るべき労務管理のイロハ

総合討議

17:15‐17:30 15分 ■まとめと総括 ・評価アンケート記入、修了証授与 9

病院管理者、病院産業医
を対象に実施
27か所、約700名受講

医師の職場環境改善ワークショッププログラム（例）

＜目的＞
・労務管理知識の習得
・良好事例・経験の共有
・各医療機関のｱｸｼｮﾝ明確化

医療勤務環境改善
支援センター主催でも
開催されている
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勤務環境は改善傾向。他の医師に健康問題を相談する者が増加。
主観的健康観には変化はほとんど見られず、うつ症状、自殺リスク高い者
も未だあり

Ｈ２７年度に第２回の調査 - 主な調査項目に関する前回調査との比較

前回Ｈ２１年
(n=3,879)

今回Ｈ２７年
(n=3,166)

差

■ 勤務状況
8) 最近1ヶ月間で休日なし 8.7％ 5.9％ -2.8％
9) 自宅待機・オンコールが月８日以上 20.1％ 17.9％ -2.2％
10) 平均睡眠時間5時間未満（当直日以外） 8.6％ 9.1％ +0.5％
11) 当直回数が月4回以上 26.4％ 22.5％ -3.9％
11a) 当直日の平均睡眠時間4時間以下 49.8％ 39.3％ -10.5％
12) 半年以内に不当なクレームを経験 45.9％ 37.0％ -8.9％
■ 健康状況
13)主観的健康観（健康でない・不健康） 21.5％ 20.1％ -1.4％
14)他の医師への健康相談あり 45.9％ 55.1％ +9.2％
29)自殺や死を毎週/毎日具体的に考える 5.7％ 3.6％ -2.1％
18-33) 抑うつ症状尺度QIDS 中等度以上 8.7％ 6.5％ -2.2％
18-33) 抑うつ症状尺度QIDS 重度以上 1.9％ 1.1％ -0.8％
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第２回「勤務医1万人アンケート調査」（H27年度）

勤務医の健康支援に関する検討委員会答申3ｐ
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勤務医の健康支援のための15のアクション
メンタルヘルス、労働生産性、勤務継続意思などに有意な改善効果がある

勤務医の健康支援のための15のアクション
メンタルヘルス、労働生産性、勤務継続意思などに有意な改善効果がある

「
勤
務
医
の
健
康
支
援
に
関
す
る
検
討
委
員
会
答
申
（
平
成
28
年
3
月
）
」

巻
末
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料
1

8
ｐ

H27の勤務医1万人調査で実施状況確認

11

完全実施率の高い順 あり：完全実施 部分的：部分的実施

同僚男性医師の健康問題予防、
離職防止に資する
勤務医の健康支援に関する検討委員会答申
（平成28年3月） 5ｐ

実
施
率
の
低
い
も
の
に
取
り
組
む

実
施
率
の
低
い
も
の
に
取
り
組
む



Japan Medical Association

会長諮問(平成28年9月30日）

「医療機関における産業保健活動推進のための具体的方策
ー医療の質と安全の向上を目指してー」

12

検討にあたり、日医会員の医療機関の施設長に対して、
「医療機関における産業保健活動に関するアンケート調査」を実施。

現在、産業保健委員会で議論を進めている。

実施期間：平成29年3月1日～4月24日
回答数：1,920名（回答率38.4％）

国の働き方改革実行計画
（H29.3月)の閣議決定前から検討

産業保健委員会
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ほっかいどう宣言

今日のわが国の急速な人口減少は、著しい生産年齢人口の減少を伴いながら、少子
高齢化が進展する人口構成の変化であり、労働生産性向上のための抜本的な「働き方
改革」の重要性が強調されている。しかしながら、公益性、倫理性、専門性が強く求めら
れる医師は、患者・社会に貢献する職業人として、高度な学識と技能をもち続けなけれ
ばならず、その改革には慎重な議論が必要である。
社会全体でワークライフバランスの改善に向けた取組みが推進される中、医療界も
例外ではなく、勤務医が医師としてのモチベーションを保ち、地域医療を発展させ、自ら
の人生も豊かにすべく、次のとおり宣言する。

一、医師の働き方改革の議論が、地域医療を守り、地域格差是正につながる仕組み
の構築の上になされることを求める。

一、 勤務医が多様な働き方を選択・実現できるよう、世代間ギャップを相互に理解し、
就労環境を改善する。

一、医師としての自らの職務を自覚し、いきがいを感じながら働き続けられる環境の
整備に努める。

平成29年10月21日 全国医師会勤務医部会連絡協議会・北海道

全国医師会勤務医部会連絡協議会
日本医師会の主催、各都道府県医師会の担当で毎年開催。協議会の総まとめとして「宣言」を採択。
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１.勤務医の健康支援に関する日本医師会の取組

2.労働時間短縮が地域医療に及ぼす影響

3.日本医師会「医師の働き方検討委員会」

お話しする内容



１.救急医療への影響
〇大学病院は急病センター等に医師を派遣しているが、派遣を制限せざるを得なくなる。
〇地方での医師確保は困難であるが、仮に確保できても人件費の増大で医療機関の経営
が成り立たない。場合によっては、救急医療の中止となる事態も想定される。
〇現実に二次救急を担っているのは中小病院が多いが、これらの医療機関の縮小や閉鎖
が危惧されるが、その場合基幹病院へ患者が集中し、基幹病院の医師の負担増が危惧
される。
〇医師確保のために集約化が不可欠となるが、医師や患者が一極集中した場合に、その
地域社会が耐えられるか危ぶまれる。

平成29年9月-10月に、「医師の働き方改革」による影響について、日本医師
会勤務医委員会の委員が、所属するブロックの医師にヒアリングを行った。

労働時間短縮が地域医療に及ぼす影響

主な意見

15



３.高度医療への影響・長時間手術など
〇手術の途中で術者が交代することは現実的ではない、患者や家族も納得できないと思
う。また手術の翌日に執刀医が来ないのは医療安全上危険である。
〇高度医療を提供できる医師の数は限られているので、手術数が減少する。
〇高度医療を担う医師はそれに特化させる必要があり外来や当直を免除する必要がある。
外来・病棟を担う医師と分ける必要がある。
〇患者数や手術数など診療できる範囲に制限がかかる可能性がある。
〇手術時間を短縮しようとする精神的な圧迫も考えられ、医療事故のリスク増大が懸念さ
れる。

２.外来診療の縮小などの病院機能の低下
〇時間外診療を行っている医療機関では、時間外診療を縮小せざる得なくなる。
〇勤務医は病棟主治医の業務、手術、検査、カンファレンス、院内諸委員会などの業務も
あり、外来診療の縮小を余儀なくされる。
〇休診日や夜間の勤務が生じた場合、それに応じた休日を平日の昼間に設定しなけれ
ばならず、本来の診療時間における患者の受け入れに影響がでる。

16



６.その他
〇研修後に時間外の拘束が少ないマイナー科に進む割合が増えているが、このことが地
域の医療崩壊に関連している。時間外労働の制限はこの現状に良い影響をもたらすと
考えられる。
〇地域医療構想や地域包括ケアを実現することが一層困難になる。

５.研修時間と研修医教育への影響
〇多くの病院では、時間内は直接診療に係る医療行為が行われ、その他の研修（サマ
リーの作成、カンファレンス、抄読会、画像診断研修、病理研修、文献検索等）は時間外
での実施が多いが、これができなくなると医療の質が低下する。
〇研修医が時間外労働をしないと救急や様々な症例のあらゆる事態に対処する臨床能力
が低下する。
〇十分な研修時間が取れずに、研修医の質が低下する危険性がある。
〇日常診療が優先となり、教育時間は減少すると考えられる。

４.へき地への影響
〇へき地医療は医療圏の中核病院が担っているが、医師派遣に支障が出るので、縮小
又は廃止となる可能性が大きい。

〇時間外の診療拒否が起きるため応召義務も問題が生じ、崩壊してしまう。

17
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１.勤務医の健康支援に関する日本医師会の取組

2.労働時間短縮が地域医療に及ぼす影響

3.日本医師会「医師の働き方検討委員会」

お話しする内容
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会長諮問（平成29年6月21日)

「医師の勤務環境改善のための具体的方策
－地域医療体制を踏まえた勤務医の健康確保策を中心に－」

・会内の産業保健委員会、勤務医委員会、国の審議会の
構成員など合計１３名で構成

・「医師の働き方改革に関する検討会」に先がけて検討開始

・病院団体とも意見交換しながら進めている

医師の働き方検討委員会



1.勤務医のワーク・ライフ・バランス実現
（労働基準法との関わり）

2.勤務医の労働安全衛生の充実
（労働安全衛生法との関わり）

3.地域医療を守る
（医師法、地域医療構想との関わり）

医師の働き方検討委員会の答申骨子案

まとめ
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①医師が元気に働くための７か条

②勤務医の健康を守る病院７か条

③勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール（2014年3月改訂版）

④勤務医の健康支援のための１５のアクション

⑤勤務医の健康支援に関する検討委員会答申（平成28年3月）

（医療勤務環境改善支援センターと連携した勤務医の健康支援の推進）
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参考資料



ご清聴ありがとうございました。
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